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お茶と宇治のまち歴史公園整備運営事業に係る運営費について 

 

 

お茶と宇治のまち歴史公園運営は令和３年８月２１日に開園以来、株式会社宇

治まちづくり創生ネットワーク（以下、「SPC」という。）が運営を行ってきまし

た。 

しかしながら、令和３年度には新型コロナウイルス感染症による影響により、

当初予定した事業運営が厳しく、収支不足が発生しました。この間、事業契約に

基づき令和３年度の運営費に係る需要変動に伴うリスク分担と不可抗力に伴う

リスク分担の整理及び対象となる期間について、SPC と協議を重ねてまいりまし

たが、現段階で合意に至らず、SPC より民事調停の申し立てがなされましたので

ご報告いたします。 

なお、運営費の取り扱いについては、民事調停の場において協議を重ねていく

ことになりますが、お茶と宇治のまち歴史公園の活用については、今後も SPC と

調整を図りながら、より多くの方にお越しいただけるよう取り組んでまいります。 

 

１．調停の概要 

 令和５年 ９月２５日 SPC が民事調停申立書を京都地方裁判所に提出 

 令和５年１０月１３日 宇治市が民事調停申立書を受理 

  

申立人      株式会社宇治まちづくり創生ネットワーク（SPC） 

 相手方      宇治市 

申立の趣旨    宇治市は金６２０１万２９８０円を SPC に支払うこと 

申立の概要 

お茶と宇治のまち歴史公園は、令和３年６月１２日の開業を予定していた

が、新型コロナウイルス感染症の影響により実際の開業日は同年１０月１日

に延期された。開業予定日の６月１２日以降、運営経費が発生しており、開

業した１０月１日以降も当初予定していた収入が得られず多額の損害が発生

した。この原因は新型コロナウイルス感染症による影響であり、不可抗力に

よるものである。申立人 SPC は事業契約書に基づき、開業初年度に発生した

損害額の支払いを相手方宇治市に求め、調停を申し立てる。 

 

 

 



 ア．不可抗力期間：令和３年６月１２日～令和４年３月３１日 

  イ．申立人の損害額：６２４１万２４４１円 

  ウ．サービス対価１％の額：３９万９４６１円 

  エ．相手方の負担額（イ-ウ）：６２０１万２９８０円 

 

 

２．この間の主な経過 

  令和３年 ４月３０日  

緊急事態宣言による開園（6 月予定）の延期を通知 

  令和３年 ５月１４日  

開園日の延期に係る不可抗力による協議申し入れを受理 

  令和３年 ５月３１日  

芝の品種誤りについて報告を受理 

  令和３年 ６月２９日  

芝の改修工事を開始 

  令和３年 ７月１７日 

芝の改修工事が終了（８月１２日までは芝の養生期間）  

令和３年 ８月１９日  

緊急事態宣言による開園後の交流館及び駐車場利用休止を通知 

  令和３年 ８月２１日  

お茶と宇治のまち歴史公園一部開園（屋外公園部分の一般開放のみ） 

令和３年 ９月２９日  

緊急事態宣言による休館要請に係る不可抗力による協議申し入れを受理 

 令和３年１０月 １日  

お茶と宇治のまち歴史公園グランドオープン 

  令和４年 １月２６日  

まん延防止等重点措置に伴う対応を指示           

  令和４年１０月１２日  

新型コロナウイルス感染症による観光客激減に係る不可抗力による協議

申し入れを受理 

  令和５年 ９月１５日 

 当事者間での最終の協議 

  

  

    


